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(57)【要約】
【課題】挿入部を内視鏡の先端から所望の方向で突出さ
せることができるとともに、その突出方向を安定して維
持でき、しかも、手元側の操作力を先端側に効率良く正
確に伝達して挿入部の先端を的確且つ迅速に生体の所望
部位に方向付けることができるカテーテルの提供を目的
としている。
【解決手段】本発明は、可撓性を有する管状の挿入部２
を備え、この挿入部２の先端側の外面には、挿入部２の
長手中心軸Ｏを通る平面に対して一方側に、挿入部２の
長手方向に沿って複数の切り欠き１０が形成され、切り
欠き１０が形成された挿入部２の先端側を操作ワイヤ１
３の進退操作によって湾曲動作させることができるカテ
ーテルにおいて、挿入部２の外周面に、挿入部２の長軸
方向の圧縮を規制する補強チューブ２４が、切り欠き１
０が形成されている先端側を除く略全長にわたって被嵌
されていることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  可撓性を有する管状の挿入部を備え、こ
の挿入部の先端側の外面には、挿入部の長手中心軸を通
る平面に対して一方側に、挿入部の長手方向に沿って複
数の切り欠きが形成され、該切り欠きが形成された挿入
部の先端側を操作ワイヤの進退操作によって湾曲動作さ
せるカテーテルにおいて、
前記挿入部の外周面には、挿入部における長軸方向の圧
縮を規制する補強チューブが、前記切り欠きが形成され
ている先端側を除く略全長にわたって被嵌されているこ
とを特徴とするカテーテル。
【請求項２】  可撓性を有する管状の挿入部を備え、こ
の挿入部の先端側の外面には、挿入部の長手中心軸を通
る平面に対して一方側に、挿入部の長手方向に沿って複
数の切り欠きが形成され、切り欠きが形成された挿入部
の先端側を操作ワイヤの進退操作によって湾曲動作させ
ることができるカテーテルにおいて、
切り欠きが形成された挿入部の前記一方側には、挿入部
の長手中心軸と平行な１つの平面を規定する少なくとも
２本の補強ワイヤが、挿入部の長手方向に沿って設けら
れていることを特徴とするカテーテル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば生体管路等
の狭い部位に挿入され、造影剤の注入、異物の回収、細
胞の採取、病変部の切除・ガイドワイヤの挿入等の医療
処置を行なうためのカテーテルに関する。
【０００２】
【従来の技術】造影剤の注入、異物の回収、細胞の採
取、病変部の切除・ガイドワイヤの挿入等の医療処置を
行なうために生体管路等に挿入されるカテーテルは、一
般に、柔軟で長尺な挿入部と、手元側の操作部とを備え
ている。また、前記挿入部の先端を生体内の所望の部位
に方向付けられるように、前記挿入部の先端側は湾曲操
作可能になっている。具体的には、前記挿入部の先端部
に接続固定された操作ワイヤを手元側の前記操作部で押
し引き操作することにより、挿入部の先端側を湾曲動作
させることができる。
【０００３】ところで、生体の深部の狭い部位に前記カ
テーテルを導く作業は、非常に難しく、かなりの熟練を
要する。図１２は、内視鏡１００のチャンネルを通じて
カテーテル１０２を十二指腸乳頭１０５の近傍に導くと
ともに、内視鏡１００のチャンネルから突出されたカテ
ーテル１０２を介して処置具１０４を十二指腸乳頭１０
５の開口から胆管１０６内に挿入する様子を示している
が、このような処置では、カテーテル１０２の挿入部１
０２ａの先端側を所定の方向に所定の量だけ湾曲させ
て、挿入部１０２ａの先端を十二指腸乳頭１０５の開口
部に的確に方向付けなければ、カテーテル１０２のルー
メン内に挿入された処置具１０４を十二指腸乳頭１０５
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から胆管１０６内に挿入することができない。
【０００４】生体の所望の部位にカテーテルの先端を方
向付ける工夫は、従来から様々な形態で試みられてき
た。例えば、特開平５－３８３４２号公報には、図１２
に示されるように、カテーテル１０２の挿入部１０２ａ
の先端側に、この挿入部１０２ａの軸心から偏心して複
数の切り欠き１０３を設け、これらの切り欠き１０３が
設けられた方向に湾曲し易くすることで、目的の部位へ
挿入部１０２を方向付け易くする技術が開示されてい
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】特開平５－３８３４２
号公報に開示されているように、挿入部１０２ａにその
軸心から偏心する複数の切り欠き１０３を設ければ、確
かに、挿入部１０２ａの湾曲方向をある程度規定するこ
とができるが、それだけでは、抜本的な解決とは言えな
い。
【０００６】すなわち、カテーテル１０２を十二指腸乳
頭１０５に導くためには、まず、生体内で曲がりくねっ
た内視鏡１００の挿入部のチャンネル内に柔軟で長尺な
カテーテル１０２の挿入部１０２ａを挿入していくとと
もに、その挿入部１０２ａの先端側を内視鏡１００の挿
入部の先端から突出させ、その後、突出する挿入部１０
２ａの先端側を湾曲操作して十二指腸乳頭に方向付け
る。この作業で重要なことは、切り欠き１０３が設けら
れている挿入部１０２ａの側を十二指腸乳頭１０５（図
中上側）に向けた状態で、カテーテル１０２の挿入部１
０２ａを内視鏡１００の挿入部の先端から突出させ、そ
の後、この突出方向を維持したまま、挿入部１０２ａの
先端側を所望量だけ湾曲させることである。
【０００７】しかしながら、カテーテル１０２の挿入部
１０２ａは、内視鏡１００のチャンネルに対してどのよ
うな向きで挿入されていくか分からない。つまり、カテ
ーテル１０２を内視鏡１００のチャンネル内に挿入し始
める段階で、カテーテル１０２の方向付けを行なったと
しても、生体内で複雑に曲がった内視鏡１００のチャン
ネル内をカテーテル１０２が通っていく間に、カテーテ
ル１０２が内視鏡１００のチャンネル内で回転するなど
して向きが変化し、結果的に、切り欠き１０３が設けら
れている挿入部１０２ａの側を十二指腸乳頭１０５に向
けた状態でカテーテル１０２を内視鏡１００から突出さ
せることができない場合も生じ得る。
【０００８】また、切り欠き１０３がある側を十二指腸
乳頭１０５側に向けた状態でカテーテル１０２を内視鏡
１００から突出できても、その突出方向を維持させたま
まカテーテル１０２を湾曲させなければ、カテーテル１
０２の先端を十二指腸乳頭１０５にうまく方向付けるこ
とができない。特に、カテーテル１０２の先端部に切り
欠き１０３が設けられていると、切り欠き１０３が設け
られた部位の剛性が弱くなるため、カテーテル１０３の
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突出方向を安定して維持することが難しい。
【０００９】また、カテーテルは長尺で柔軟であること
から、操作ワイヤを押し引きしてカテーテル１０２の挿
入部の先端側を湾曲動作させる際にカテーテルが蛇行し
てしまい、手元側のストロークが先端側にうまく伝わら
ず、所望の湾曲量が得られない場合がある。挿入部１０
２ａの先端側を必要な量だけ湾曲させることができなけ
れば、カテーテル１０２の先端を十二指腸乳頭１０５に
うまく方向付けることができない。
【００１０】以上のように、切り欠き１０３をせっかく
設けても、この切り欠き１０３を十二指腸乳頭１０５に
向けた状態でカテーテル１０２を内視鏡から突出させる
ことができなければ、結果として、カテーテル１０２の
先端を十二指腸乳頭１０５に方向付けることが難しくな
る。また、切り欠き１０３を十二指腸乳頭１０５に向け
た状態でカテーテル１０２を内視鏡１００から突出させ
ることができても、その突出方向を維持したまま手元側
の操作力を効率良く正確に先端側に伝達できなければ、
カテーテル１０２の先端側を所望の方向に所望の量だけ
湾曲することができず、的確且つ迅速に挿入部１０２ａ
の先端を十二指腸乳頭１０５に方向付けることができな
い。
【００１１】本発明は前記事情に着目してなされたもの
であり、その目的とするところは、挿入部を内視鏡の先
端から所望の方向で突出させることができるとともに、
その突出方向を安定して維持でき、しかも、手元側の操
作力を先端側に効率良く正確に伝達して挿入部の先端を
的確且つ迅速に生体の所望部位に方向付けることができ
るカテーテルを提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、本発明は、可撓性を有する管状の挿入部を備え、こ
の挿入部の先端側の外面には、挿入部の長手中心軸を通
る平面に対して一方側に、挿入部の長手方向に沿って複
数の切り欠きが形成され、該切り欠きが形成された挿入
部の先端側を操作ワイヤの進退操作によって湾曲動作さ
せるカテーテルにおいて、前記挿入部の外周面に、挿入
部における長軸方向の圧縮を規制する補強チューブが、
前記切り欠きが形成されている先端側を除く略全長にわ
たって被嵌されていることを特徴とする。また、切り欠
きが形成された挿入部の前記一方側に、挿入部の長手中
心軸と平行な１つの平面を規定する少なくとも２本の補
強ワイヤが、挿入部の長手方向に沿って設けられている
ことを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ本発明の
一実施形態について説明する。
【００１４】図１～図４は、本発明の一実施形態に係る
カテーテルの挿入部２を示している。図示のように、挿
入部２は、長尺で柔軟なマルチルーメン構造の可撓性チ
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ューブ４から成る。図２に明確に示されるように、チュ
ーブ４には、その全長にわたって、長手方向に、大径の
第１のルーメン３と、小径の第２～第４のルーメン５，
７，９とが形成されている。第１のルーメン３の中心軸
はチューブ４の長手中心軸Ｏから一方側に所定量偏心し
ており、小径の第２～第４のルーメン５，７，９の長手
中心軸はチューブ４の長手中心軸Ｏから他方側に所定量
偏心している。具体的には、第２および第３のルーメン
５，７の長手中心軸は、第１のルーメン３の長手中心軸
の偏心方向と反対の方向にほぼ同じ量だけチューブ４の
長手中心軸Ｏから偏心するとともに、チューブ４の長手
中心軸Ｏおよび第１のルーメン３の長手中心軸を通る平
面に対して略対称に位置している。また、第４のルーメ
ン９の長手中心軸は、第２および第３のルーメン５，７
よりもチューブ４の長手中心軸Ｏから大きく偏心して、
第２および第３のルーメン５，７間に位置している。
【００１５】図１に示されるように、チューブ４の先端
側の外面には、チューブ４の長手中心軸Ｏに対して第１
のルーメン３と反対側（すなわち、第２～第４のルーメ
ン５，７，９が形成されている側）に、複数の切り欠き
（スリット）１０が形成されている。これらの切り欠き
１０は、チューブ４をその長手中心軸Ｏに対して略直交
する方向に切り欠くことによって形成されており、チュ
ーブ４の長手方向に沿って互いに所定の間隔で離間して
いる。また、切り欠き１０の深さは、第１のルーメン３
に達することなく且つ第４のルーメン９を径方向で完全
に横切る寸法に設定されている。したがって、チューブ
４の先端側には、これらの切り欠き１０によって、互い
に長手方向に離間して第４のルーメン９の一部を断続的
に形作る複数の管状部１９が形成されている。
【００１６】チューブ４に切り欠き１０を形成するため
の治具が図１１に示されている。図示のように、治具６
０は、チューブ４が配置される縦溝６１と、縦溝６１を
これと直交するように横切る複数の横溝６２とを有して
いる。横溝６２の形状は、チューブ４に形成するべき切
り欠き１０の形状に対応している。また、縦溝６１の幅
はチューブ４の外径と略一致しており、縦溝６１および
横溝６２の深さは、チューブ４を縦溝６１内に配置して
図１１の（ｂ）に示されるように治具６０の側方から見
て横溝６２内で露出するチューブ４の部位４ａをカット
した時に、チューブ４に形成するべき切り欠き１０の幅
および深さが得られるような寸法に設定されている。し
たがって、チューブ４を縦溝６１内に配置して、側方か
ら見て横溝６２内に露出するチューブ４の部位４ａを、
図１１の（ｂ）に矢印で示されるように横溝６２の形状
に沿ってカットすれば、切り欠き１０を短い時間で簡単
に形成できるとともに、加工精度も向上する。
【００１７】図１および図３に明確に示されるように、
チューブ４の先端部１１は先細りのテーパ状に形成され
ており、これに伴って、第２～第４のルーメン５，７，
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９の先端部はテーパ孔５ａ，７ａ，９ａを形成するが、
第１のルーメン３の先端部は、所望量の造影剤の注入及
び所望サイズのガイドワイヤが挿入可能な内径を確保
し、開口３ａを形成している（テーパ孔５ａは図示され
ていない）。
【００１８】第４のルーメン９内には、チューブ４の先
端側を湾曲操作するための操作ワイヤ１３が進退自在に
挿通されている。操作ワイヤ１３の先端側は、切り欠き
１０によって形成された複数の管状部１９内を貫通して
テーパ孔９ａ内に達しており、その一部が切り欠き１０
を通じて外部に露出されている。また、操作ワイヤ１３
の先端には、テーパ状の段差部を有する先端チップ２１
が固定されている。先端チップ２１は、断面が略円錐台
形状の複数の筒状部を長手方向に連接して成る（所謂、
竹の子形状を成している）。先端チップ２１と操作ワイ
ヤ１３との固定は、操作ワイヤ１３の先端部を先端チッ
プ２１の内孔に挿通した状態で、操作ワイヤ１３の先端
を先端チップ２１の先端にプラズマ溶接することによっ
て成されている。
【００１９】先端チップ２１のテーパ状の段差部の縁部
（角部）は、第４のルーメン９を形成するチューブ４の
内面、具体的には、テーパ孔９ａの内面に食い込んで係
止されており、これにより、先端チップ２１を介して操
作ワイヤ１３がチューブ４の先端に固定されている。し
たがって、操作ワイヤ１３を第４のルーメン９内で先端
側に押し出すと、チューブ４の先端側が図１に示すＤＯ
ＷＮ方向に湾曲動作し、また、操作ワイヤ１３を第４の
ルーメン９内で手元側（基端側）に引張ると、チューブ
４の先端側が図１に示すＵＰ方向に湾曲動作する。な
お、チューブ４に対する操作ワイヤ１３の固定を強固に
するために、操作ワイヤ１３が露出する例えば最先端の
切り欠き１０に接着剤を塗布して、操作ワイヤ１３をチ
ューブ４に接着固定しても良い。
【００２０】また、第２および第３のルーメン５，７内
にはそれぞれ、補強ワイヤ（以下、スタビライザとい
う。）２９が挿通されている。この２本のスタビライザ
２９は、チューブ４の長手中心軸Ｏと平行（本実施形態
では、更に、切り欠き１０の底面１７と平行）な１つの
平面Ｐを規定しており（図２参照）、この平面Ｐによっ
て、チューブ４が生体内や内視鏡のチャンネル内に導入
される際の切り欠き１０の向きを規定する。すなわち、
スタビライザ２９は、チューブ４の挿通動作および湾曲
動作を回転方向で安定化させる役目を果たす。なお、ス
タビライザ２９の基端はカテーテルの後述する操作部４
０に固定されている。
【００２１】また、チューブ４の外周面には、切り欠き
１０が形成されている先端側を除く挿入部２の略全長に
わたって、熱収縮チューブから成る補強チューブ２４が
被嵌されている。この補強チューブ２４は、操作ワイヤ
１３によるチューブ４の湾曲動作時において、チューブ
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４の長軸方向の圧縮を規制して、チューブ４の蛇行を防
止する。
【００２２】なお、図１および図４に示されるように、
チューブ４の先端部には、互いに長手方向に沿って離間
する複数のマーキング２５が設けられており、これらの
マーキング２５によってチューブ４の十二指腸乳頭への
挿入量を知ることできるようになっている。また、図３
に示されるように、チューブ４の先端には、チューブ４
の先端の位置を示すためのＸ線不透過チップ２７が設け
られている。
【００２３】図５～図１０は、本実施形態に係るカテー
テルの操作部４０を示している。図５に示されるよう
に、操作部４０は、挿入部２に接続される接続部４０Ａ
と、接続部４０Ａの基端に別個に接続される導入体４０
Ｂおよび操作体４０Ｃとから成る。導入体４０Ｂは、管
状の本体４３から成り、造影剤やガイドワイヤ等を挿入
部２内に導入するために使用される。また、操作体４０
Ｃは、接続管部３２と操作体本体７０とから成り、操作
ワイヤ１３を進退操作するために使用される。
【００２４】このような構成の操作部４０と挿入部２と
の接続は、接続部４０Ａを形成するチューブ体３１の直
線部３１ａ内に挿入部２を圧入固定することによって成
される。この場合、挿入部２の補強チューブ２４は、チ
ューブ体３１の直線部３１ａの基端部近傍まで延びてい
る。また、挿入部２のチューブ４は、チューブ体３１の
直線部３１ａ内から第２の分岐部３１ｃを通じて操作体
４０Ｃの接続管部３２内へと延び、接続管部３２の途中
で終端している。この場合、チューブ４の第４のルーメ
ン９内に挿通された操作ワイヤ１３は、チューブ４の基
端を超えて接続管部３２内を延び、操作体本体７０の後
述するスライダ５１（図８参照）に接続されている。ま
た、チューブ４の第２および第３のルーメン５，７内に
挿通されたスタビライザ２９は、接続管部３２内でチュ
ーブ４の基端から突出されて先端側に折り返された後、
第１のルーメン３内に挿入されて、この第１のルーメン
３内で固着されている（図６および図７参照）。
【００２５】図５に示されるように、導入体４０Ｂの本
体４３の先端からは管体３９が延びており、この管体３
９は、接続部４０Ａのチューブ体３１の第１の分岐部３
１ｂを通じて延びるとともに、挿入部２のチューブ４の
側壁を貫通して、チューブ４の第１のルーメン３内に圧
入されている。また、本体４３の側部には、造影剤等を
注入するためのシリンジが接続される口金４４が一体に
形成されている。この場合、口金４４の内孔は、本体４
３の内孔および管体３９の内孔を介して、挿入部２の第
１のルーメン３に連通している。したがって、口金４４
から造影剤を注入すれば、この造影剤を第１のルーメン
３内に導くことができる（ひいては、造影剤を第１のル
ーメン３の先端開口３ａから体内へと導入できる）。
【００２６】また、口金４４の基部にはガイドワイヤ導
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入筒４５が螺着されている。この場合、導入筒４５と口
金４４との間には環状の弾性体４９が介挿されており、
導入筒４５の内孔は、弾性体４９の内孔を通じて、口金
４４の内孔に連通するようになっている。また、導入筒
４５を口金４４に対して捩じ込むと、弾性体４９が押し
潰されて弾性変形し、弾性体４９の内孔が縮径するよう
になっている。したがって、導入筒４５の開口４５ａか
ら導入筒４５内に挿通されるガイドワイヤは、弾性体４
９の内孔を通じて本体４３の内孔から挿入部２の第１の
ルーメン３内に導入され、第１のルーメン３の先端開口
３ａから突出できる。また、この時、導入筒４５を本体
４３に対して捩じ込んで弾性体４９を縮径させれば、弾
性体４９とこれを貫通するガイドワイヤとの間にクリア
ランスが無くなる。すなわち、ガイドワイヤを使用した
状態で造影剤を注入する際の水密を確保できるようにな
る。ガイドワイヤを使用しない場合においても、同様
に、導入管４５を口金４４に捩じ込むことで、水密を確
保することができる。
【００２７】図８～図１０には操作体本体７０の詳細な
構成が示されている。図８に示されるように、操作体本
体７０は、本体部材５０と、この本体部材５０の長手方
向に沿って進退できるスライダ５１とから主に構成され
ている。スライダ５１には２つの指掛け部５１ａ，５１
ｂが設けられている。また、スライダ５１には、本体部
材５０内に突出するワイヤ固定ピン５３が取り付けられ
ており、このワイヤ固定ピン５３には、接続管部３２内
から本体部材５０内へと延出された操作ワイヤ１３の基
端部が接続固定されている。
【００２８】図９に分かり易く示されるように、本体部
材５０には、スライダ５１の進退動作をガイドする案内
孔５０ａが長手方向に沿って形成されている。また、ス
ライダ５１と一体のワイヤ固定ピン５３も案内孔５０ａ
に沿って進退するようになっている。また、ワイヤ固定
ピン５３が本体部材５０に対して所定の摩擦抵抗を持っ
て摺動できるように、具体的には、チューブ４が湾曲動
作されている状態でワイヤ固定ピン５３（したがって、
スライダ５１）の進退位置を保持してチューブ４の湾曲
状態を保持し得るように、ワイヤ固定ピン５３の外周面
には、所定の摩擦係数をもって案内孔５０ａの内面に摺
接されるチューブ５２が被覆されている。
【００２９】また、スライダ５１の後退量を規制してチ
ューブ４の湾曲量を制限するために、本体部材５０に
は、案内孔５０ａを横切るように延びてスライダ５１と
当接可能なストッパピン５４が設けられている（図１０
参照）。
【００３０】したがって、このような構成によれば、ス
ライダ５１を手で進退させれば、操作ワイヤ１３が押し
引きされ、ストッパピン５４によって決定される所定の
範囲でチューブ４の先端側がＵＰ／ＤＯＷＮ方向に湾曲
するとともに、スライダ５１から手を離せば、その位置
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でスライダ５１が保持され、チューブ４の湾曲状態が保
持される。
【００３１】次に、上記構成のカテーテルを経内視鏡的
に例えば十二指腸乳頭に導く場合について簡単に説明す
る。
【００３２】まず、図１２に示される場合と同様に、内
視鏡の挿入部を十二指腸乳頭の近傍まで挿入し、続い
て、本実施形態に係るカテーテルの挿入部２を、内視鏡
の挿入部のチャンネル内に挿入していく。また、カテー
テルの挿入部２を内視鏡のチャンネル内に挿入する際に
は、予め、挿入部２の方向付け（回転方向での方向付
け）を行なって、切り欠き１０が十二指腸乳頭に向いた
状態で挿入部２が内視鏡の挿入部先端から突出するよう
にする。このように、本実施形態のカテーテルにあって
は、内視鏡のチャンネルへの挿入段階で予め挿入部２の
方向付けを行なっておけば、その後、生体内で内視鏡の
挿入部が複雑に曲がりくねっていても、内視鏡のチャン
ネル内を挿入部２が通っていく間に、挿入部２が回転す
るなどして向きが変化することはない。なぜなら、本実
施形態のカテーテルの挿入部２には、挿入部２（チュー
ブ４）の長手中心軸Ｏと平行な１つの平面Ｐを規定する
２本のスタビライザ２９が設けられており、この平面Ｐ
によって、挿入部２が内視鏡のチャンネル内に導入され
る際の切り欠き１０の向きが規定されるからである。し
たがって、結果として、切り欠き１０が設けられている
挿入部２の側を十二指腸乳頭に向けた状態で、挿入部２
を内視鏡の先端から突出させることができる。
【００３３】以上のようにして、切り欠き１０を十二指
腸乳頭に向けた状態でカテーテルの挿入部２の先端側を
内視鏡の挿入部の先端から突出させたら、突出する挿入
部１２の先端側を湾曲操作して十二指腸乳頭に方向付け
る。操作部４０のスライダ５１を手元側に引いて挿入部
２の先端側を湾曲させれば、 挿入部２の先端を十二指
腸乳頭にうまく方向付けることができる。この時も、２
本のスタビライザ２９によって挿入部２の湾曲動作が回
転方向で安定化される。
【００３４】また、このような湾曲動作時、長尺なチュ
ーブ４の柔軟性に起因して、チューブ４が蛇行すること
がない。なぜなら、本実施形態において、チューブ４の
外周面には、切り欠き１０が形成されている先端側を除
く挿入部２の略全長にわたって、熱収縮チューブから成
る補強チューブ２４が被嵌されているからである。この
補強チューブ２４は、操作ワイヤ１３によるチューブ４
の湾曲動作時において、チューブ４の圧縮を規制して蛇
行を防止するため、手元側のスライダ５１の操作力が先
端側に効率良く正確に伝達される。したがって、挿入部
２の先端側を必要な量だけ湾曲させることができ、挿入
部２の先端を的確且つ迅速に十二指腸乳頭に方向付ける
ことができる。
【００３５】更に、この湾曲動作では、切り欠き１０に
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よってチューブ４の先端側の剛性が弱くなってこの先端
側が湾曲し易くなっているため、少ない操作力量で所望
の湾曲量を得ることができるとともに、切り欠き１０の
偏心的な形成形態によって、挿入部２の湾曲方向をある
程度規定することができる（切り欠き１０が設けられた
方向が湾曲し易くなる）。
【００３６】以上説明したように、本実施形態のカテー
テルでは、チューブ４の先端側に切り欠き１０が設けら
れているだけでなく、スタビライザ２９の作用によっ
て、切り欠き１０を十二指腸乳頭に向けた状態で挿入部
２を内視鏡から突出させることができるとともに、その
突出方向を安定して維持したまま、スタビライザ２９と
協働して作用する補強チューブ２４により、手元側の操
作力を効率良く正確に先端側に伝達できるため、挿入部
２の先端側を所望の方向に所望の量だけ湾曲することが
でき、挿入部２の先端を的確且つ迅速に十二指腸乳頭に
方向付けることができる。
【００３７】また、本実施形態のカテーテルでは、スラ
イダ５１から手を離せば、その位置でスライダ５１が保
持され、チューブ４の湾曲状態が保持されるようになっ
ているため、湾曲を掛けた状態でスライダ５１を押さえ
ておく必要がない。そのため、ガイドワイヤの操作や造
影剤の注入など、他の処置や作業に集中できる。
【００３８】なお、本実施形態では、カテーテルを十二
指腸乳頭にアプローチする場合について説明したが、本
実施形態のカテーテルは、十二指腸乳頭に限らず、様々
な生体部位へのアプローチに際しても、前述した作用効
果を得ることができることは言うまでもない。また、本
実施形態では、スタビライザ２９が２本設けられている
が、１つの平面Ｐを規定できれば、３本以上であっても
良い。 *

10
*【００３９】
【発明の効果】以上説明したように、本発明のカテーテ
ルによれば、挿入部を内視鏡の先端から所望の方向で突
出させることができるとともに、その突出方向を安定し
て維持でき、しかも、手元側の操作力を先端側に効率良
く正確に伝達して挿入部の先端を的確且つ迅速に生体の
所望部位に方向付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るカテーテルの挿入部
の略断面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図３】図２のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図４】図１の挿入部の側面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るカテーテルの操作部
の断面図であり、図７のＤ－Ｅ線に沿う断面図である。
【図６】図７のＤ－Ｆ線に沿う断面図である。
【図７】図５のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図８】図５の操作部を構成する操作体の本体の断面図
である。
【図９】図８のＧ－Ｇ線に沿う断面図である。
【図１０】図８のＨ－Ｈ線に沿う断面図である。
【図１１】（ａ）は切り欠きを形成するための治具の平
面図、（ｂ）は（ａ）の治具の側面図である。
【図１２】従来のカテーテルを十二指腸乳頭にアプロー
チした状態を示す図である。
【符号の説明】
２…挿入部
１０…切り欠き
１３…操作ワイヤ
２４…補強チューブ
２９…補強ワイヤ

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
【図６】
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